
渋谷区落書き抑止カメラの設置経費補助金交付要綱 

 

令和４年３月３１日制  定 

令和４年９月２０日一部改正 

（目的） 

第１条 この要綱は、落書きを把握・分析するために落書き抑止カメラの設置に係る

費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、更なる落書きの発生を抑

止することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定

めるところによる。 

（１）落書き抑止カメラ 区内の建物その他工作物、土地、立木及び看板等（以下

「建物等」という。）等の落書き再発防止を目的として継続的に設置されるカメラ

装置のうち、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。 

（２）区民 区内に居住し、在勤し、又は在学するものをいう。 

（３）事業者 区内で事業活動を行うものをいう。 

（４）地域団体 町会、自治会、商店会、美化推進委員会その他の生活安全又は環境

美化に関する活動を行う団体をいう。 

（５）落書きの消去 落書き消去剤の使用、塗料での上塗り等により目立たなくする

ことをいう。 

 

（補助対象機器等） 

第３条 補助の対象となる機器（以下「補助対象機器」という。）は、新品・未使用

の落書き抑止カメラ本体及び当該カメラ本体と不可分な機器とする。 

２ 補助対象経費は、補助対象機器の購入及び設置に係る経費とする。 

３ 補助金の算出方法は、次のとおりとする。 

（１）補助率は、前項の経費のうち２分の１とし、算出した額に１，０００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。 

（２）１申請者当たり１００，０００円を限度とする。 

（３）予算残額が前２号の規定により算出した補助金の額を下回る場合は、その時点の

 



予算残額をもって補助金の額とする。 

（４）前号の規定にかかわらず、他の団体から同種の助成金又は補助金の交付を受ける

ときは、当該助成金等の額とこの要綱により交付できる補助金の額の合計が補助対

象経費を上回る場合は、その上回った金額をこの要綱により交付する助成金の額か

ら差し引くものとする。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となるもの（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の要件を全

て満たすものとする。 

（１）区民、事業者又は地域団体であるもの 

（２）自らが所有又は管理する区内の建築物等に補助対象機器を購入し、設置を予定して

いるもの 

（３）過去及び現在において落書きの被害に遭い、落書きの消去を行った実績がある等落

書き対策に積極的であると認められるもの 

（４）渋谷区暴力団排除条例（平成２３年渋谷区条例第２３号）第８条に規定する補助金

の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められないもの 

（５）区長が補助金の交付を必要と認めるもの 

２ 集合住宅等の居住者又は管理者が申請する場合は、その敷地内の全ての居住者の了承

を得なければならない。 

 

（交付申請） 

第５条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、渋谷区落書き抑

止カメラ設置費補助金交付申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて、区長

に申請しなければならない。 

 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要が

あると認めるときは現地調査を行い、補助金の交付又は不交付の決定を行う。 

２ 区長は、前項の規定により、交付又は不交付を決定したときは渋谷区落書き抑止

カメラ設置費補助金交付・不交付決定通知書（別記第２号様式）により、申請者に

通知する。 



（実績報告書の提出） 

第７条 前条の規定により補助金の交付が決定したもの（以下「交付決定者」という。）

は、当該交付決定のあった年度内において、区長が指定する期日までに渋谷区落書

き抑止カメラ設置実績報告書（別記第３号様式）に、次に掲げる書類を添えて区長

に提出しなければならない。 

（１）落書き抑止カメラの設置に係る経費の内訳がわかるもの 

（２）落書き抑止カメラの設置に係る経費の領収書又はそれと同等と認められるもの 

（３）落書き抑止カメラの設置した場所及び撮影する範囲が分かる図面等 

（４）落書き抑止カメラの設置した設備、備品等の詳細が確認できる写真 

（５）第３条第３項第４号に規定する他の助成金等の交付を受けた場合は、その金額

及び内訳が分かるもの 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

（補助金額の確定及び交付）  

第８条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適

正であると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、渋谷区落書き抑止カメラ

設置補助金額確定通知書（別記第４号様式）により、交付決定者に通知した後、補

助金を交付する。 

 

（決定の取消し） 

第９条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定

めその返還を命じるものとする。 

 

（落書き抑止カメラ管理責任者） 

第１０条 交付決定者は、落書き抑止カメラの管理及び運用を適切に行うため、落書



き抑止カメラ管理責任者を置くものとする。 

２ 落書き抑止カメラ管理責任者は、落書き抑止カメラの維持管理のほかに、建物等

が落書きの被害に遭わないために必要な措置を行うものとする。 

３ 落書き抑止カメラ管理責任者は、落書き抑止カメラの画像等の漏えい防止につい

て必要な措置を講じなければならない。 

４ 落書き抑止カメラ管理責任者は、落書き抑止カメラの設置、使用に関するガイド

ラインに規定する個人情報保護に努めなければならない。 

 

（落書き画像の区への提供） 

第１１条 落書き抑止カメラ管理責任者は、前条の管理を行ったにもかかわらず、再

度落書きの被害に遭ったときは、落書きの消去等必要な措置を行うとともに、区の

落書き対策事業の資料として、落書きモチーフの画像、落書き被害に遭った日時等

の提供に協力するものとする。なお、区は、落書きモチーフの画像、落書き被害に

遭った日時等再発防止策の検討に必要最小限の情報のみ収集することとし、特定の

個人を識別できる情報の収集は行わない。 

  

（委任） 

第１２条 この要綱の実施に関し必要な事務手続及び文書の様式については、環境政

策部長が定める。 

 

 

附 則（令和４年３月３１日区長決裁） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月２０日区長決裁） 

この要綱は、令和４年９月２０日から施行する。 

 

 


